
第２回静岡県 資料 議題

医療対策協議会 ３ ２ 

病床機能報告：静岡県における定量的基準の考え方（案） 

 

１ 厚生労働省通知における考え方 

「地域医療構想調整会議の活性化のための地域の実情に応じた定量的基準の導入につ

いて」（H30.8.16 厚生労働省医政局地域医療計画課長通知） 

・各都道府県においては、地域医療構想調整会議における議論を活性化する観点から、

本年度中に、都道府県医師会などの医療関係者等と協議を経た上で、地域の実情に

応じた定量的な基準を導入されたい。 

・厚生労働省において、各都道府県が地域の実情に応じた定量的な基準を円滑に作成

できるよう、データ提供等の技術的支援を実施していく予定であり、適宜活用され

たい。 

⇒ 国から平成 30 年９月、埼玉県の手法を用いた計算ソフトが提供された。 

 

 

２ 埼玉県における定量的基準の考え方 

・客観的な基準により地域の医療機能の現状を分析し、各医療機関が、自機関の立ち位

置を確認し、地域で議論するための「目安」を提供。 

・各医療機関の報告内容を尊重しつつ、別の観点として、入院料や具体的な医療提供状

況から客観的な基準を作成。 

⇒ 具体的な基準は別添１のとおり 
 

 

３ 埼玉方式に基づく本県の平成 29 年度病床機能報告結果 

別添２のとおり 

 

 

４ 本県における今後の進め方（案） 

○埼玉方式に基づく分析結果（病棟別のデータ等）について、次回の地域医療構想調整

会議へ提示する。 

○地域医療構想調整会議での御意見を伺いつつ、医師会などの医療関係者等と協議しな

がら本県の考え方を整理し、次回の県医療対策協議会で協議する。 

 ○定量的基準を踏まえることで、病床機能報告がより実態に近い報告となるよう努める

とともに、地域医療構想調整会議における議論を活性化し、地域の実状を踏まえた医

療機能の分化・連携を進めていく。 

 

 

 


